
インターネットを安全に使おう

インターネットを安全に使うための約束ごと

家族で「わが家のルール」を決めましょう

●1日の使用時間
●使う場所（リビングなど）
●夜○時以降は使わない
●個人情報は入力しない

●知らない人からのメールや添
てん

付
ぷ

ファイルは開かない
●ダウンロードは勝手にしない
●ネットで知り合った人と勝手に会わない
●不安なことがあったらすぐに相談する　　など

● 子供が携帯電話やパソコンを使うときのルールを家族で決め、それを守らせるように心がけましょう。

● 携帯電話は親の目が届かないところで使うことも多くあります。フィルタリング（有害サイトアク
セス制限サービス）や迷惑メール防止の設定をすれば、有害な情報を含むサイトへのアクセスを制
限することができます。

保護者の方へ。子供と一緒に考えましょう！

インターネットには
信用できない情報も
たくさんあることを
教えよう！

決めておきたい
ルール

消費者ホットライン 和歌山県
消費生活センター
紀南支所188

073-433-1551
0739-24-0999（イヤヤ！）

※ 最
も

寄
よ

りの消費生活相談窓口等を案内します

困ったときは、すぐに相談しましょう

お金をはらってくれる家の人に
使っていい時間を確

かく

認
にん

し、決め
られた時間内で使いましょう。

名前や顔写真、メールアドレス、
学校名などの個

こ

人
じん

情
じょう

報
ほう

は、書
きこまないようにしましょう。

知らない電話番号やメールアド
レスの着信は無

む

視
し

しましょう。
かけ直したり返信したりする必
要はありません。

悪口やうそは書きこまないよう
にしましょう。何かを書きこむ
ときは、読んだ相手が気分を悪
くしないかよく考えましょう。

ダウンロードにはお金がかかるこ
ともあります。ダウンロードする
前に、必ず大人に相談しましょう。

「不幸になる・幸せになる」などの
チェーンメールは迷

めい

惑
わく

メールです。
無視して削

さく

除
じょ

しましょう。

インターネットには危険がいっぱい！
　パソコンや携

けい

帯
たい

電話は楽しくて便利な半面、危
き

険
けん

なことがたくさんあります。
　小学生が巻

ま

きこまれる消費者トラブルで一番多いのが、パソコンや携帯電話を通じて起きる
トラブルです。インターネットを悪用し、お金をだまし取ろうとする悪い人もいることを覚えて
おきましょう。
　また、オンラインゲームでお金を使いすぎてしまうトラブルも、小学生に多く発生しています。
実
じっ

際
さい

に現
げん

金
きん

のやり取りがないため、お金を使っている感覚がなくなりますが、高
こう

額
がく

な利用料金
がかかることもあるので注意しましょう。

に
め
。

い
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